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業務の適正を確保する体制

当行の新株予約権等に関する事項

 
    上記の事項につきましては、法令および定款第１５条の規定に基づき、    
 当行ホームページに掲載することにより株主のみなさまに提供しており 
 ます。 



（１）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等

新株予約権等を
有する者の人数

① 新株予約権の割当日 　 　　平成20年7月29日

② 新株予約権の数 　　　　　     　306個

③ 目的となる株式の種類及び数 当行普通株式   6,120株

④ 新株予約権の行使期間

　　             平成20年7月30日から平成50年7月29日まで 3名

⑤ 権利行使価額（1株当たり） 　　　　　　　 　1  円

⑥ 権利行使についての条件

　 　新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当行の取

　 締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの

　 間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

① 新株予約権の割当日 　　 　平成21年7月29日

② 新株予約権の数 　　　　  　　 　397個

③ 目的となる株式の種類及び数 当行普通株式   7,940株

④ 新株予約権の行使期間

　　             平成21年7月30日から平成51年7月29日まで 3名

⑤ 権利行使価額（1株当たり） 　　　　　　　 　1  円

⑥ 権利行使についての条件

　 　新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当行の取

　 締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの

　 間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

① 新株予約権の割当日 　　 　平成22年7月29日

② 新株予約権の数 　　　  　   　  548個

③ 目的となる株式の種類及び数 当行普通株式  10,960株

④ 新株予約権の行使期間

取 締 役 　　             平成22年7月30日から平成52年7月29日まで 3名

（社外取締役を除く） ⑤ 権利行使価額（1株当たり） 　　　　　　　 　1  円

⑥ 権利行使についての条件

　 　新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当行の取

　 締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの

　 間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

① 新株予約権の割当日 　　  　平成23年8月1日

② 新株予約権の数 　　　  　   　　562個

③ 目的となる株式の種類及び数 当行普通株式  11,240株

④ 新株予約権の行使期間

　　             平成23年8月2日から平成53年8月1日まで 3名

⑤ 権利行使価額（1株当たり） 　　　　　　　 　1  円

⑥ 権利行使についての条件

　 　新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当行の取

　 締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの

　 間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

① 新株予約権の割当日 　　 　平成24年7月30日

② 新株予約権の数 　　　  　   　　730個

③ 目的となる株式の種類及び数 当行普通株式  14,600株

④ 新株予約権の行使期間

　　             平成24年7月31日から平成54年7月30日まで 6名

⑤ 権利行使価額（1株当たり） 　　　　　　　 　1  円

⑥ 権利行使についての条件

　 　新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当行の取

　 締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの

　 間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

新株予約権等の内容の概要

当行の新株予約権等に関する事項
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新株予約権等を
有する者の人数

① 新株予約権の割当日 　　 　平成25年7月30日

② 新株予約権の数 　　　  　   　  665個

③ 目的となる株式の種類及び数 当行普通株式  13,300株

④ 新株予約権の行使期間

　　             平成25年7月31日から平成55年7月30日まで 6名

⑤ 権利行使価額（1株当たり） 　　　　　　　 　1  円

⑥ 権利行使についての条件

　 　新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当行の取

　 締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの

　 間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

① 新株予約権の割当日 　　 　平成26年7月30日

② 新株予約権の数 　　　  　   　　572個

③ 目的となる株式の種類及び数 当行普通株式  11,440株

④ 新株予約権の行使期間

取 締 役 　　             平成26年7月31日から平成56年7月30日まで 7名

（社外取締役を除く） ⑤ 権利行使価額（1株当たり） 　　　　　　　 　1  円

⑥ 権利行使についての条件

　 　新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当行の取

　 締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの

　 間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

① 新株予約権の割当日 　　 　平成27年7月30日

② 新株予約権の数 　　　  　   　　391個

③ 目的となる株式の種類及び数 当行普通株式   7,820株

④ 新株予約権の行使期間

　　             平成27年7月31日から平成57年7月30日まで 7名

⑤ 権利行使価額（1株当たり） 　　　　　　　 　1  円

⑥ 権利行使についての条件

　 　新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当行の取

　 締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの

　 間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

① 新株予約権の割当日 　　 　平成28年7月28日

② 新株予約権の数 　　　  　   　  884個

③ 目的となる株式の種類及び数 当行普通株式  17,680株

④ 新株予約権の行使期間

　　             平成28年7月29日から平成58年7月28日まで 7名

⑤ 権利行使価額（1株当たり） 　　　　　　　 　1  円

⑥ 権利行使についての条件

　 　新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当行の取

　 締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの

　 間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

① 新株予約権の割当日 　　 　平成29年7月30日

② 新株予約権の数 　　　  　   　 607個

③ 目的となる株式の種類及び数 当行普通株式 12,140株

④ 新株予約権の行使期間

　　             平成29年7月31日から平成59年7月30日まで 8名

⑤ 権利行使価額（1株当たり） 　　　　　　　 　1  円

⑥ 権利行使についての条件

　 　新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当行の取

　 締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの

　 間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

社 外 取 締 役 － －

監 査 役 － －

注　平成29年10月1日付で行った5株を1株とする株式併合により、「目的となる株式の種類及び数」は調整されて

　おります。

新株予約権等の内容の概要
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（２）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等

新株予約権等を
交付した者の人数

① 新株予約権の割当日 　　 　平成29年7月30日

② 新株予約権の数 　　　  　   　  188個

③ 目的となる株式の種類及び数 当行普通株式   3,760株

④ 新株予約権の行使期間

使 用 人 　　             平成29年7月31日から平成59年7月30日まで 11名

⑤ 権利行使価額（1株当たり） 　　　　　　　 　1  円  

⑥ 権利行使についての条件

　 　新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当行の執

　 行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日まで

　 の間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

子 会 社 及 び
子 法 人 等 の 会 社
役 員 及 び 使 用 人

－ －

注　平成29年10月1日付で行った5株を1株とする株式併合により、「目的となる株式の種類及び数」は調整されて

　おります。

新株予約権等の内容の概要
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　当行は取締役会で内部統制システムの基本方針を次のとおり決議しております。

（１）

①

②

③

④

⑤

⑥

（２）

（３）

①

②

③

（４）

①

②

③

（５）

業務の適正を確保する体制

当行および当行子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当行および当行子会社の財務報告の適正性を確保するための体制

当行および当行子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  当行は「統合的リスク管理規程」により、以下の主要なリスクをはじめ、業務において保有するすべ
てのリスクを的確に把握し、環境変化に適切に対応できる内部管理体制を定めております。
　（ア）市場リスク、（イ）流動性リスク、（ウ）信用リスク、（エ）オペレーショナル･リスク
　（事務リスク、情報セキュリティリスク（情報リスク、システムリスク）、法務リスク、
　人的リスク、有形資産リスク）、（オ）評判リスク

  当行は、地震・火災等の災害発生や各種リスクの顕在化等の突発的な事象に対処していくため、「非
常事態対策本部設置規程」を定めるとともに、具体的な対応手順として「コンティンジェンシープラ
ン」等を整備しております。また、当行子会社においても、当行に準じ、「コンティンジェンシープラ
ン」等を整備することとします。

  当行は財務報告に係る内部統制について、「財務報告内部統制規程」で基本方針を定め、当行および
当行子会社の財務報告の適正性を確保しております。

  当行は取締役会において役職員が共有する全行的な目標を定めた中期経営計画（期間2～3年）を策定
し、それに基づき年度（半期見直し）を期間とする業務運営方針、半期ごとの総合予算を定め、各取締
役が各自の分掌ごとに業務遂行をはかる体制としております。また、当行子会社においても、当行の中
期経営計画を共有し、それを元に各社における業務遂行をはかることとします。

  当行は、当行子会社に対しても、各社の事業内容や規模等に応じて、前項に準じたリスク管理を行い
ます。

  当行はこれらの進捗状況について、取締役会において半期ごとに計画の成果と課題を把握し、さらに
四半期ごとに予算・決算の状況を管理することにより、取締役の相互牽制、業務執行の監督を行ってお
ります。

  当行および当行子会社の具体的な業務の遂行にあたっては、行内規程等に定める職務権限等を遵守
し、適正かつ迅速な職務執行を行うこととしております。

当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  当行および当行子会社は、反社会的勢力との関係を遮断し、当該勢力による被害を防止するための体
制を整備しております。

  当行の監査部は、取締役会直轄組織とし、各部店・各子会社のコンプライアンス状況を監査し、取締
役会に報告しております。

  当行の取締役会は「情報セキュリティポリシー」で情報の保存および管理の方法に関する事項を定
め、情報文書等の保存・管理体制を整備しております。

  コンプライアンス（法令等遵守）を経営の最重要課題の一つと位置付け、当行および当行子会社の役
職員がその徹底をはかります。そのための遵守基準となる企業倫理・行動規範等を制定しております。

  コンプライアンス推進体制として、当行本部にコンプライアンス委員会、コンプライアンス統括部署
等を置くとともに、各部店・各子会社にコンプライアンス担当者を置き、指導・研修・点検・報告を徹
底しております。また、不正行為を発見した場合の行内通報制度等を設けております。

  当行は、毎年度、コンプライアンス・プログラムを作成し、コンプライアンスの計画的な推進をはか
るとともに、定期的に進捗状況を取締役会に報告しております。

  当行および当行子会社は、コンプライアンスを実現するための具体的な手引書として「コンプライア
ンス・マニュアル」等の諸規程を制定しております。

当行および当行子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制
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（６）

①

②

③

（７）

（８）

（９）

①

②

③

（１０）

（１１）

①

②

③   当行の監査役は監査部と情報交換を定期的に行い、連携をはかることとします。

  前項の報告をしたことを理由に当該報告者は不利益な取扱いを受けないこととします。また、当
行および当行子会社の行内通報制度等において、通報をしたことを理由として、いかなる不利益な
取扱いもしてはならないことを規定します。

  当行は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払または支出した費用等の償還、負担
した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないこ
とを証明できる場合を除き、これに応じます。また、監査役が、必要に応じ弁護士等の外部専門家
を活用する場合の費用についても同様とします。

  監査役補助者は業務執行にかかる役職は兼務しないものとし、取締役の指揮・監督を受けない監
査役直属の使用人とします。

  当行の監査部は、当行および当行子会社の内部監査を実施し、また、当行の監査役は当行子会社
の監査役を兼任しております。これにより、当行および当行子会社の監査等を横断的に実施し、業
務の適正を確保する体制を構築しております。

  監査役会事務局に監査役会、監査役の職務を補助する使用人として専属の担当者を置くこととし
ます。

  当行子会社の業務遂行については、業務推進担当部長等が各社の取締役となり、取締役会への出
席、営業概況報告等を通じて状況の把握、指導を行うほか、半期ごとに資産査定ならびに決算結果
について当行の取締役会へ報告することとしております。

  当行子会社の経営に関して、基本事項については経営企画部、人事事項については人事総務部、
日常業務の運営については各業務推進担当部が管理する体制とし、内規においてその職務分担を明
記しております。

  当行の監査役から業務および財産に関する報告を求められた場合は、当行および当行子会社の取
締役および使用人は、これに応じることとしております。

当行の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  当行の代表取締役を含め役付取締役は、当行の監査役会と定期的に会合をもち、当行の経営方
針、対処すべき課題等について意見を述べるとともに、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重
要課題等について意見交換するものとしております。

  当行の監査役が監査部へ指示、命令した業務の遂行については、監査部員は「監査役の指示・命
令により処理する」ことを内規および職務権限規程に明記し、実効性を確保することとします。

当行の取締役および使用人、並びに当行子会社の取締役、使用人又はこれらの者から報告を受けた
者が当行の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制および当該報告を
した者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  当行の監査役に対し、常務会・ALM会議・コンプライアンス委員会・非常事態対策本部会議等の重
要な会議への出席を求め、それらの会議を通じて、当行および当行子会社に著しい損害を及ぼすお
それのある事項、業務執行状況として重要な事項、内部監査状況およびリスク管理に関する重要な
事項、重大な法令・定款違反、行内通報制度等による通報状況、その他経営上重要な事項を報告し
ます。

その他当行の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当行の監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する監査役の
指示の実行性に関する事項

当行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
体制

当行および当行子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制ならびに当行子
会社の取締役の職務の遂行に係る当行への報告に関する体制
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

（１） コンプライアンスに関する取組み

・

・

・

・

（２） リスク管理に関する取組み

・

・

（３） 職務執行の適正性および効率性に関する取組み

・

・

・

（４） 監査役監査に関する取組み

・

・

  各種研修、勉強会等においてコンプライアンスの重要性について繰り返し徹底しております。

  当行子会社の管理に関しては、「グループ会社管理規程」、「グループ会社管理マニュアル」
にて、当行子会社からの協議・報告の基準を定め、必要な事項について協議・報告を受けており
ます。

  取締役会は、中期経営計画に基づき業務運営方針、総合予算を定め、各取締役が各自の分掌ご
とに業務を遂行しております。また、業務執行状況については、定期的に取締役会に報告を行っ
ております。

  監査役は、取締役会をはじめ、常務会、ＡＬＭ会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議
へ出席し、業務執行状況やリスク管理の状況等を確認しております。

  また、監査の実効性を高めるため、代表取締役を含めた役付取締役ならびに監査部および会計
監査人等と定期的に情報交換・意見交換を行っております。

  ＡＬＭ会議、信用リスク管理委員会、オペレーショナル・リスク会議等にてリスクの管理状況
を確認するとともに、定期的に取締役会に報告しております。

  業務遂行にあたっては、行内規程等に定める職務権限等に基づき、適正かつ迅速な職務執行を
行っております。

  「取締役会規程」に基づき、取締役会は原則として毎月１回、必要に応じて臨時に開催してお
ります。

  コンプライアンスを経営の最重要課題の一つに位置付け、そのための遵守基準として「私達の
企業倫理と行動規範」を制定しております。

  コンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス上の課題とその対応策について
確認し、議論しております。

  コンプライアンス・プログラムを策定し、計画的な推進をはかるとともに定期的に進捗状況等
を取締役会に報告しております。
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平成 ２９ 年 ４ 月   １ 日から

             第 １１５　期 株主資本等変動計算書
平成 ３０ 年 ３ 月 ３１ 日まで

(単位：百万円) 

別途
積立金

繰越利益
剰余金

42,103 30,301 -              30,301 17,456 274,875 20,544 312,876

剰 余 金 の 配 当 △ 4,537 △ 4,537

別 途 積 立 金 の 積 立 13,000 △ 13,000 -              

当 期 純 利 益 18,356 18,356

株 式 交 換 に よ る 増 加 315 315

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 △ 26 △ 26

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

-              -              315          315          -              13,000 792 13,792

42,103 30,301 315          30,616 17,456 287,875 21,337 326,668

自己株式
株主資本

合計

その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

△ 1,072 384,208 370,823 △ 1,772 △ 13 369,038 569 753,816

剰 余 金 の 配 当 △ 4,537 △ 4,537

別 途 積 立 金 の 積 立 -              -              

当 期 純 利 益 18,356 18,356

株 式 交 換 に よ る 増 加 3,611 3,926 3,926

自 己 株 式 の 取 得 △ 4,525 △ 4,525 △ 4,525

自 己 株 式 の 処 分 173 146 146

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

152,487 390 -              152,877 △ 58 152,818

△ 741 13,366 152,487 390 -              152,877 △ 58 166,185

△ 1,813 397,575 523,310 △ 1,382 △ 13 521,915 511 920,001

当 期 変 動 額

当 期 変 動 額 合 計

当 期 末 残 高

当 期 末 残 高

当 期 首 残 高

当 期 変 動 額 合 計

評価・換算差額等

資本金 資本
準備金

当 期 変 動 額

当 期 首 残 高

その他資本
剰余金

その他利益剰余金
利益

準備金

利益剰余金

株主資本

資本剰余金

資本
剰余金
合計

株主資本

利益
剰余金
合計

新株予約権 純資産合計

（ ） 

株式会社  京都銀行 

取締役頭取  土井 伸宏 
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      株式会社  京都銀行

      取締役頭取  土井 伸宏

重要な会計方針

1. 　商品有価証券の評価基準及び評価方法

  商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

2. 　有価証券の評価基準及び評価方法

(1)

(2)

3. 　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

  デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4. 　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

    建  物      ８年～50年

    その他      ３年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

(3) リース資産

5. 　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

6. 　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

  破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者

に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額

を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる

債務者(以下、｢破綻懸念先｣という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上してお

ります。

  破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収

可能見込額を控除した残額が一定額以上の債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッ

シュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で

割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上して

おります。

  上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお

ります。

  貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

個　別　注　記　表

  すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資

産監査部署が査定結果を監査しております。

  有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成

28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　外貨建の資産・負債については、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社・子法人等

株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市

場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認めら

れるものについては移動平均法による原価法により行っております。

　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価

は、時価法により行っております。

  無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における

利用可能期間(５年)に基づいて償却しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る｢有形固定資産｣及び「無形固定資産」中のリース資産は、リー

ス期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証

の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
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(2) 退職給付引当金

(3) 睡眠預金払戻損失引当金

(4) 偶発損失引当金

7. 　ヘッジ会計の方法

(1) 金利リスク・ヘッジ

(2) 為替変動リスク・ヘッジ

8. 　消費税等の会計処理

追加情報

  偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払い等に備えるため、将来の負担金支

払見込額を計上しております。

  睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の

払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

   　　数理計算上の差異　： 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による

定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

  退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末

までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理

方法は次のとおりであります。

　当行は、平成29年４月１日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行したことにより、

「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成28年12月16日）及び「退職給付

制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号 平成19年２月７日）を適用し、確定拠

出年金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行いました。

　なお、本移行に伴う退職給付債務の減少による2,285百万円の特別利益を当事業年度に計上しております。

　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業における外貨建取引

等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年

７月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務

等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ

対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することに

よりヘッジの有効性を評価しております。

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税等は当事業年度の

費用に計上しております。

　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方

法のほか、｢銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日)に規定する繰延ヘッジ(キャッシュ・フローを固定するヘッジ)に

よっております。ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検

証により有効性の評価をしております。
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注記事項

(貸借対照表関係)

1.   関係会社の株式及び出資金総額　10,691百万円

2.

3.

4.   貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は386百万円であります。

5.

  なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

6.

　
7.   担保に供している資産は次のとおりであります。

  担保に供している資産

   有価証券 422,297百万円

  担保資産に対応する債務

   債券貸借取引受入担保金 303,360百万円

　 借入金 93,586百万円

　 預金 16,113百万円

　 コールマネー 10,624百万円

  また、その他の資産には、保証金1,713百万円が含まれております。

8.

  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３

か月以上延滞債権に該当しないものであります。

  貸出金のうち、３か月以上延滞債権は６百万円であります。

  手形割引は、｢銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた

商業手形及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金

額は、27,497百万円であります。

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

  なお、３か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

  破綻先債権額、延滞債権額、３か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は69,241百万円でありま

す。

  上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券340,667百万円を差し入

れております。

  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変

化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減

額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の

担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契

約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

  当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、1,460,434百万円であります。このうち、原契約期間が１年以内のもの又は

任意の時期に無条件で取消可能なものが1,397,242百万円あります。

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以

下、｢未収利息不計上貸出金｣という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第１項第３号イからホ

までに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

  貸出金のうち、破綻先債権額は3,812百万円、延滞債権額は65,036百万円であります。
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9.

　再評価を行った年月日 平成14年３月31日

　同法律第３条第３項に定める再評価の方法

10.   有形固定資産の減価償却累計額 80,406百万円

11.   有形固定資産の圧縮記帳額 2,001百万円

12.

13.

14.   取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額 430百万円

15.   関係会社に対する金銭債権総額　　　　　 8,486百万円

16.   関係会社に対する金銭債務総額　　　　　 26,684百万円

(損益計算書関係)

1. 　関係会社との取引による収益

　　資金運用取引に係る収益総額 55百万円

　　役務取引等に係る収益総額 745百万円

　　その他業務・その他経常取引に係る収益総額 273百万円

　関係会社との取引による費用

　　資金調達取引に係る費用総額 2百万円

　　役務取引等に係る費用総額 843百万円

　　その他業務・その他経常取引に係る費用総額 1,121百万円

2.   関連当事者との取引                 

子会社・子法人等及び関連法人等

＜取引条件及び取引条件の決定方針等＞

  借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金16,000百万円が含

まれております。

  土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差

額については、当該評価差額に係る税金相当額を｢再評価に係る繰延税金資産｣として資産の部に計上し、これを控

除した金額を｢土地再評価差額金｣として純資産の部に計上しております。

　｢有価証券｣中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)による社債に対する当行の保証債務

の額は25,676百万円であります。

　　土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価税法に規定

　する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額(路線価)に基づいて、奥行価格補正、時点修正等の合理的

　な調整を行って算出。

　京都信用保証サービス株式会社より当行の各種ローンに対して保証を受けております。なお、保証料は、各種

ローン債務者から直接保証会社に支払うほか、一部のローンについては当行より支払っており、当行の支払額は

588百万円であります。なお、取引条件については、交渉のうえ決定しております。

子会社 京都信用保証 所有 当行ローンの保証 当行ローンの保証 1,316,290 ― ―
サービス株式会社 直接 100％ 役員の兼任 上記に伴う代位弁済 672 ― ―

科目取引の内容 取引金額
（百万円）

期末残高種類 会社等の名称 議決権の所有
（被所有）

割合

関連当事者との
関係

時価のあるその他有価証券
2,865,183百万円

時価を把握することが極め
て困難と認められるその他
有価証券

4,993百万円

子会社・子法人等株式及び
関連法人等株式
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(株主資本等変動計算書関係)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株）

当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
末株式数 摘要

自己株式

普通株式 1,159 811 1,638 331 (注)1、2、3

(注)

(有価証券関係)

1. 　売買目的有価証券(平成30年３月31日現在)

当事業年度の損益に含まれた

評価差額(百万円)

売買目的有価証券 1

2. 　満期保有目的の債券(平成30年３月31日現在)

  該当ありません。

3. 　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式(平成30年３月31日現在)

(注)

1．平成29年10月１日付で５株を１株に株式併合しております。

　貸借対照表の｢国債｣｢地方債｣｢社債｣｢株式｣｢その他の証券」のほか、｢商品国債｣｢商品地方債｣が含まれておりま

す。

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。

2．自己株式の増加811千株の内訳は、以下のとおりであります。

　（株式併合前）

　　・新株予約権（ストック・オプション）の権利行使による譲渡　187千株

　時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

　（株式併合前）

　（株式併合時・株式併合後）

　　・株式併合による減少　790千株

　　・株式交換による減少　660千株

　　・単元未満株式の買取りによる取得　15千株

　（株式併合時・株式併合後）

　　・平成29年11月13日の取締役会決議に基づく自己株式の取得　793千株

　　・単元未満株式の買取りによる取得　１千株

3．自己株式の減少1,638千株の内訳は、以下のとおりであります。

貸借対照表計上額

(百万円)

10,101

103

子会社・子法人等株式

関連法人等株式

貸借対照表計上額 時　価 差　額
(百万円) (百万円) (百万円)

- - -

- - -

子会社・子法人等株式

関連法人等株式
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4. 　その他有価証券(平成30年３月31日現在)

貸借対照表 取得原価 差　額

種類 計上額

(百万円) (百万円) (百万円)

 株式 906,957 169,592 737,364

 債券 1,430,880 1,408,153 22,727

  国債 545,548 533,196 12,352

貸借対照表   地方債 396,600 390,317 6,283

計上額が取得原価   短期社債 - - -

を超えるもの   社債 488,730 484,639 4,090

 その他 107,367 104,880 2,487

  外国債券 46,499 46,146 352

  その他 60,868 58,733 2,134

小計 2,445,204 1,682,626 762,578

 株式 11,121 12,013 △ 891

 債券 356,630 358,300 △ 1,669

  国債 21,007 21,487 △ 480

貸借対照表   地方債 168,143 168,920 △ 776

計上額が取得原価   短期社債 - - -

を超えないもの   社債 167,479 167,892 △ 412

 その他 252,228 261,009 △ 8,780

  外国債券 129,908 132,971 △ 3,062

  その他 122,320 128,038 △ 5,718

小計 619,981 631,323 △ 11,342

合計 3,065,186 2,313,950 751,236

(注)

5. 　当事業年度中に売却した満期保有目的の債券(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) 

  該当ありません。

6. 　当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(百万円) (百万円) (百万円)

 株式 14,414 2,226 204

 債券 607,998 2,228 479

  国債 378,082 1,579 285

  地方債 192,676 519 161

  短期社債 - - -

  社債 37,239 128 32

 その他 175,800 1,075 3,398

  外国債券 174,606 1,075 3,213

  その他 1,194 0 185

　合計 798,213 5,530 4,083

7. 　保有目的を変更した有価証券

  該当ありません。

　時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。

貸借対照表計上額

(百万円)

2,733

2,993

合計 5,727

その他

株式
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8. 　減損処理を行った有価証券

(金銭の信託関係)

1. 　運用目的の金銭の信託(平成30年３月31日現在)

貸借対照表計上額 当事業年度の損益に含まれた
（百万円） 評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 48,033 -

2. 　満期保有目的の金銭の信託(平成30年３月31日現在)

  該当ありません。

3. 　その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成30年３月31日現在）

  該当ありません。

　破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

　また、時価が｢著しく下落した｣と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の

区分毎に以下のとおり定めております。

　当事業年度における減損処理額は、該当ありません。

　なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的

に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社でありま

す。破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に

注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行

会社であります。

　正常先

  売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価

が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについて

は、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処

理」という。）しております。

時価が取得原価に比べ下落

時価が取得原価に比べ30％以上下落

時価が取得原価に比べ50％以上下落又は、時価が取得原価に

比べ30％以上50％未満下落したもので市場価格が一定水準以

下で推移している場合等

　要注意先
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(税効果会計関係)

1. 　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

　　　退職給付引当金 7,780  百万円

　　　貸倒引当金 5,102  百万円

　　　有価証券償却 2,759  百万円

　　　減価償却費 342  百万円

　　　その他 3,734  百万円

　　繰延税金資産小計 19,720  百万円

　　評価性引当額 △ 3,002  百万円

　　繰延税金資産合計 16,717  百万円

　　繰延税金負債

　　　その他有価証券評価差額金 △ 227,925  百万円

　　　その他 △ 44  百万円

　　繰延税金負債合計 △ 227,969  百万円

　　繰延税金負債の純額 △ 211,252  百万円

(１株当たり情報)

  １株当たりの純資産額 12,177円27銭

  １株当たりの当期純利益金額 243円09銭

  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 242円69銭

(注)

(企業結合等関係)

  連結計算書類の注記事項（企業結合等関係）に記載しております。

(注)個別注記表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

　　繰延税金資産

平成29年10月１日付で５株を１株に株式併合しております。当該株式併合が期首に行われたと仮定して１株

当たりの純資産額、１株当たりの当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定して

おります。

新規追加 
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平成 29 年 4 月   1 日から
連結株主資本等変動計算書

平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：百万円) 

剰 余 金 の 配 当

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

連 結 子 会 社 株 式 の 取 得
に よ る 持 分 の 増 減

連 結 子 会 社 株 式 の 売 却
に よ る 持 分 の 増 減

株 式 交 換 に よ る 増 加

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

剰 余 金 の 配 当

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

連 結 子 会 社 株 式 の 取 得
に よ る 持 分 の 増 減

連 結 子 会 社 株 式 の 売 却
に よ る 持 分 の 増 減

株 式 交 換 に よ る 増 加

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

622

2,246 932,365

△ 58 △ 6,440 166,070

152,542 390 0 1,587 154,520 △ 58 △ 6,440 148,022

当 期 末 残 高 523,550 △ 1,382 △ 13 △ 3,318 518,836 511

当 期 変 動 額 合 計 152,542 390 0 1,587 154,520

△ 4,525

146

△ 4,537

19,323

当 期 変 動 額

569 8,687 766,294当 期 首 残 高 371,008 △ 1,772 △ 13 △ 4,906 364,315

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

退職給付に
係る調整
累計額

その他の
包括利益

累計額合計

当 期 末 残 高 42,103 34,332 336,148 △ 1,813 410,771

当 期 変 動 額 合 計 -                        4,030                  14,759 △ 741 18,048

173 146

19,323 19,323

△ 4,525 △ 4,525

3,562 3,611 7,173

622 622

当 期 変 動 額

△ 4,537 △ 4,537

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 42,103 30,301 321,389 △ 1,072 392,722

7,173

△ 154 △ 154

△ 154

△ 26

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

株式会社  京都銀行 
取締役頭取  土井 伸宏     印    

○ 
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      株式会社  京都銀行

      取締役頭取  土井 伸宏

連　結　注　記　表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

1. 子会社、子法人等及び関連法人等の定義に関する事項

  子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。

2. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結される子会社及び子法人等    ８社

(会社名)

  烏丸商事株式会社

  京銀ビジネスサービス株式会社

  京都信用保証サービス株式会社

  京銀リース・キャピタル株式会社

  京都クレジットサービス株式会社

  京銀カードサービス株式会社

  株式会社京都総合経済研究所

　京銀証券株式会社

(2) 非連結の子会社及び子法人等    １社

(会社名)

  京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合

3. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

  該当ありません。

(2) 持分法適用の関連法人等    １社

(会社名)

　スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

(3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等    １社

(会社名)

　京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合

(4) 持分法非適用の関連法人等    １社

(会社名)

　きょうと農林漁業成長支援ファンド投資事業有限責任組合

4. 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項

  連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。

  ３月末日　　８社

  非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見

合う額)及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政

状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しており

ます。

  持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等並びに関連法人等は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余

金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
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5. 開示対象特別目的会社に関する事項

 　  該当事項はありません。

6. のれんの償却に関する事項

  　 該当事項はありません。

7. 会計方針に関する事項

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法

  商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

①

②

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

  デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

(4) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

    建  物       ８年～50年

    その他       ３年～20年

② 無形固定資産

(5) 貸倒引当金の計上基準

  当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

  有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証

券については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただ

し時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行ってお

ります。

　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

  有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評

価は、時価法により行っております。

  当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物(建物附属設備を除
く。）並びに平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しており
ます。
  また、主な耐用年数は次のとおりであります。

  無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並び

に連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間(５年)に基づいて償却しております。

  破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況にある債務

者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その

残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認め

られる債務者(以下、｢破綻懸念先｣という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を

計上しております。

  連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率

法により償却しております。

  上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上して

おります。

  破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除した残額が一定額以上の債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッ

シュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率

で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上

しております。

  連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と

認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ

計上しております。

  すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した

資産監査部署が査定結果を監査しております。
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(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

(7) 偶発損失引当金の計上基準

(8) 退職給付に係る会計処理の方法

   数理計算上の差異　：

(9) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

  当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

  連結される子会社及び子法人等については、当連結決算日現在、該当事項ありません。

(10) 重要なヘッジ会計の方法

① 金利リスク・ヘッジ

② 為替変動リスク・ヘッジ

 連結される子会社及び子法人等については、当連結決算日現在、該当事項ありません。

(11) 消費税等の会計処理

追加情報

　なお、本移行に伴う退職給付債務の減少による2,285百万円の特別利益を当連結会計年度に計上しております。

  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については

給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

  当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ対象とヘッジ手段を紐

付けする方法のほか、｢銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第24号　平成14年２月13日)に規定する繰延ヘッジ(キャッシュ・フロー

を固定するヘッジ)によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象とヘッジ手段の金

利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

  当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。

  なお、連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る

当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

  偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払い等に備えるため、将来の負担金

支払見込額を計上しております。

  当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業における

外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第

25号　平成14年７月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、

外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等を

ヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存

在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

  睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来

の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

　当行は、平成29年４月１日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行したことにより、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成28年12月16日）及び「退職給付制度

間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号 平成19年２月７日）を適用し、確定拠出年

金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行いました。
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

1.   関係会社の株式及び出資金総額(連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く)562百万円

2.

3.

4.   貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は387百万円であります。

5.

  なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

6.

7.   担保に供している資産は次のとおりであります。

  担保に供している資産

   有価証券 422,297百万円

  担保資産に対応する債務

   債券貸借取引受入担保金 303,360百万円

　 借用金 93,586百万円

　 預金 16,113百万円

　 コールマネー 10,624百万円

  また、その他資産には、保証金1,722百万円、金融商品等差入担保金36,752百万円が含まれております。

8.

  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３

か月以上延滞債権に該当しないものであります。

  手形割引は、｢銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第24号　平成14年２月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入

れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額

面金額は、27,497百万円であります。

  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これ

らの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子

会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けら

れております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に

予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等

を講じております。

  上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券340,667百万円を差

し入れております。

  貸出金のうち、３か月以上延滞債権額は６百万円であります。

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。

以下、｢未収利息不計上貸出金｣という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第１項第３号イか

らホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

  なお、３か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

  当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、1,481,447百万円であります。このうち、原契約期間が１年以内のもの又

は任意の時期に無条件で取消可能なものが1,418,255百万円あります。

  貸出金のうち、破綻先債権額は3,963百万円、延滞債権額は65,792百万円であります。

  破綻先債権額、延滞債権額、３か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は70,150百万円でありま

す。

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
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9.

　再評価を行った年月日 平成14年３月31日

　同法律第３条第３項に定める再評価の方法

10.   有形固定資産の減価償却累計額 80,953百万円

11.   有形固定資産の圧縮記帳額 2,001百万円

12.

13.

14.   当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額 430百万円

(連結損益計算書関係)

1.  ｢その他の経常収益｣には、株式等売却益2,226百万円を含んでおります。

2.

(連結株主資本等変動計算書関係)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位：千株)

発行済株式

普通株式 379,203 － 303,362 75,840 （注）1,2

自己株式

普通株式 1,159 811 1,638 331 （注）1,3,4

（注）１1. 　平成29年10月１日付で５株を１株に株式併合しております。

2.

3.

4.

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 ｢その他の経常費用｣には、株式等売却損217百万円、貸出金償却163百万円、金銭の信託運用損119百万円を含んで

おります。

  借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金16,000百万円が含

まれております。

　　・単元未満株式の買取りによる取得　１千株

当連結会計
年度末株式数

  土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を｢再評価に係る繰延税金資産｣として資産の部に計上し、こ

れを控除した金額を｢土地再評価差額金｣として純資産の部に計上しております。

  ｢有価証券｣中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)による社債に対する保証債務の額は

25,676百万円であります。

　　・株式交換による減少　660千株

　自己株式の増加811千株の内訳は、以下のとおりであります。

　普通株式の発行済株式の減少303,362株は株式併合によるものであります。

摘要

　（株式併合前）

当連結会計年度
減少株式数

　（株式併合時・株式併合後）

  土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価税法に規定

する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額(路線価)に基づいて、奥行価格補正、時点修正等の合理

的な調整を行って算出。

　　・単元未満株式の買取りによる取得　15千株

　　・株式併合による減少　790千株

　　・平成29年11月13日の取締役会決議に基づく自己株式の取得　793千株

当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

　（株式併合前）

　　・新株予約権（ストック・オプション）の権利行使による譲渡　187千株

　（株式併合時・株式併合後）

　自己株式の減少1,638千株の内訳は、以下のとおりであります。

新株予約権の目的となる株式の数(株)

区分
新株予約権

の内訳

新株予約権の
目的となる
株式の種類

当連結会計
年度末残高
(百万円)

摘要当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

当行

ストック・
オプション
としての

新株予約権

511―
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3. 配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中の配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

①

② 　ヘッジ方針（ヘッジ手段、ヘッジ対象を含む）

  なお、デリバティブ取引を利用したヘッジ会計の内容は以下のとおりであります。

　「金融商品会計に関する実務指針」等に準拠する内規に基づき、金利リスク及び債券・株式等の価格変動

リスクを対象としております。

　また、有価証券は、主に債券や株式等であり、これらは、発行体の経営状態の悪化等により有価証券の価値

が減少する信用リスクのほか、市場金利の変動により調達と運用の利鞘が縮小又は逆転する金利リスクや市場

価格の変動により損失を被る価格変動リスクなどの市場リスクを有しています。

　当行グループは、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為

替業務等の銀行業務を中心に、証券業務、信用保証業務、リース業務、クレジットカード業務などの金融サー

ビスを提供しております。地域における中枢的金融機関として安定した金融仲介機能を発揮することを基本的

使命とし、中小企業や個人に対する預金や貸出金等の多様な金融サービスの提供、債券や株式等の有価証券へ

の運用等を行うとともに、資産・負債構成の適正化やリスクヘッジ等の対応を行うことで安定した収益を確保

し、健全経営を堅持しております。

　当行は、金利や為替等の相場変動にさらされている資産にかかるリスク(市場リスク)を回避する目的とし

て、デリバティブ取引を活用するとともに、短期的な売買を行うトレーディング取引については一定の取引限

度額等を設定し、取組んでおります。

　ほかにも、預金等の相対的に期間の短い資金で調達を行う一方で、貸出金や有価証券等の相対的に期間の長

い資金で運用を行っているため、資金の運用と調達の期間ミスマッチや予期しない資金の流出等により資金繰

りに支障をきたし、通常よりも著しく高いコストの資金調達を余儀なくされ損失を被るリスク、並びに市場の

混乱等により、市場において取引が出来なかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる

ことにより損失を被るリスクなど、流動性リスクを有しています。

　当行グループが保有する金融資産のうち、貸出金については、主に地元企業や個人に対する事業資金や各種

ローンであり、これらは与信先の経営状態の悪化等により元本や利息が回収できなくなる信用リスクを有して

います。

　デリバティブ取引は、市況変動から損失を被る可能性のある市場リスクや取引の相手方が契約不履行に陥っ

た場合に損失を被る可能性のある与信リスクが内包されております。なお、取引の大半がヘッジ目的や顧客取

引に対するカバー取引であるため、市場リスクにつきましてはデリバティブ取引の被るリスクと資産・負債が

被るリスクが相殺されるようになっております。

　デリバティブ取引は、金利スワップ取引、金利キャップ取引、通貨スワップ取引、通貨オプション取引、為

替予約取引等です。金利先物取引、債券オプション取引等については、当連結会計年度末時点での残高はござ

いません。なお、連結子会社は、デリバティブ取引を行っておりません。

　このほか、新しい金融商品に対するお客様のニーズに積極的にお応えするために、デリバティブ取引を利用

しております。

　ヘッジ会計の方法は繰延ヘッジ処理によっております。

(決議) 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成29年６月29日

定時株主総会

平成29年11月13日

取締役会
６円 平成29年９月30日 平成29年12月１日2,269百万円普通株式

普通株式 2,268百万円 ６円 平成29年３月31日 平成29年６月30日

(決議予定) 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成30年６月28日 その他

定時株主総会 利益剰余金
平成30年６月29日普通株式 2,265百万円 平成30年３月31日30円 
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③

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

② 市場リスクの管理

③

　また、資産の健全性の維持・向上のために、連結子会社を含め、資産の自己査定を実施し適正な償却・引

当を行っているほか、監査部に専門担当部署として資産監査室を設け、自己査定の実施状況及びこれに基づ

く償却・引当の妥当性を監査しております。

　また、行員の階層別の融資業務研修を実施するなど審査能力の向上にも注力しております。

　リスク統轄部信用リスク管理担当では、内部格付・自己査定制度、償却・引当など信用リスク管理の企

画・統轄を行うとともに信用リスクの計量的な分析・把握を行っています。加えて、特定の取引先、特定の

業種等に与信が集中していると、環境の変化等に伴い、大きな損失が発生する可能性があるため、さまざま

な角度からポートフォリオの状況を分析し、過度な与信集中が起こらないよう管理しております。信用リス

ク量や与信集中状況については、毎月の信用リスク管理委員会に報告を行っております。

流動性リスクの管理

　市場リスクを有する商品の内、有価証券等の管理にあたっては、自己資本・業務純益等の当行の体力や収

益とのバランスを考慮したポジション枠・損失限度額等のリスク許容度を設定しております。保有するポジ

ション等は定期的に適正かつ正確な時価を計測してその把握に努め、経営陣に報告するなど十分なリスク管

理を行っております。

　なお、デリバティブ取引については、取引の大半がヘッジ目的や顧客取引に対するカバー取引ですが、短

期的な売買を行うトレーディング取引については、一定の損失限度額等を設定し、管理しております。

　当行では、資金の運用・調達残高の予想・検証を入念に行うことにより、資金ポジションの適切な管理を

行うとともに、市場からの調達可能額を常時把握する体制をとり、流動性リスクに備えております。

　さらに、ＡＬＭ会議では、半期ごとに市場・流動性等リスク管理方針を定め、各商品の市場リスク量を、

毎月の会議に報告するとともに、資産・負債構成の適正化やリスクヘッジ等の対応策を検討するなど、リス

クアペタイトを踏まえた戦略的なリスクマネジメントに努めております。

　併せて、融資審査部内に経営支援室を設置し、各種の経営改善支援策を通じて経営不振先の抜本的な事業

再生を図り、当行資産の健全化に取組んでいるほか、自己査定結果に基づき、与信先に対して、個別に対応

方針を策定するとともに、継続的なモニタリングを通じ、業況の変化に応じた対応を実施するなど、リスク

管理の強化に努めています。

　株式等にかかるリスク量は、自己資本に加え、その評価益をもとにしてリスク許容量を設定し、また、６

か月ごとに実施する自己査定を通して正確な実態把握に努め、自己査定結果に対しては、監査部が監査して

おります。

　一方で、個別与信管理においては、営業部門から独立した審査部門として融資審査部を設け、厳格な審査

を行っております。与信を行うにあたっては、融資審査部内の格付審査の担当が与信先の財務状態、技術

力、将来性等に基づき、債務者格付の付与を厳格に行い、それを踏まえ、融資案件審査の担当が資金使途や

返済原資と合わせ総合的に返済能力を判断しております。

　金利スワップ並びに、通貨スワップにつきましては、期末基準日において、ヘッジの有効性を確認してお

ります。

  当行では、「信用リスク管理規程」により、管理態勢を定めたうえで、信用リスク管理の強化に取組んで

います。

　なお、当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。

　・ヘッジ手段…金利スワップ、通貨スワップ

　・ヘッジ対象…固定金利貸出資産の一部、有価証券の一部

　当行では、「市場リスク管理規程」により、市場リスク管理態勢の整備・強化に取組んでいます。所管部

であるリスク統轄部においては、預貸金・有価証券等を含めた市場リスクを信用リスクなど他のリスクと一

元的に把握したうえで、これを体力（自己資本）の範囲内に適切にコントロールすることで安定した収益の

確保に努めております。

　このため、リスク統轄部では、「ＶａＲ法」、「資産・負債現在価値の変動額（アウトライヤー基準に基

づく金利リスク量）」などにより市場リスクの管理・分析を行っています。また、バックテスティングやス

トレステスト等により、計量化手法や管理方法の妥当性・有効性を検証しております。
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2. 金融商品の時価等に関する事項

(単位：百万円)

連結貸借対照表 時　価 差　額

計上額

(1) 現金預け金       854,822       854,822             -

(2) 有価証券

    満期保有目的の債券         4,511         4,507           △3

    その他有価証券     3,066,512     3,066,512             -

(3) 貸出金     5,266,282

　　  貸倒引当金(*1)      △20,900

    5,245,381     5,256,522        11,140

資産計     9,171,228     9,182,365        11,136

(1) 預金     6,878,975     6,879,040            64

(2) 譲渡性預金       920,153       920,154             0

(3) 債券貸借取引受入担保金       303,360       303,360             -

(4) 借用金       110,141       110,159            17

負債計     8,212,631     8,212,714            82

デリバティブ取引(*2)

  ヘッジ会計が適用されていないもの         1,631         1,631             -

  ヘッジ会計が適用されているもの       △1,534       △1,534             -

デリバティブ取引計            96            96             -

(*1) 

(*2) 

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資  産

(1) 現金預け金

　その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

　平成30年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。

　貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ

た場合、当該価額が異なることもあります。

　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

  満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま

す。満期のある預け金についても、約定期間が短期間(１年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額を時価としております。

　なお、連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。

　また、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません

((注2)参照)。
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(2) 有価証券

(3) 貸出金

負 債

(1) 預金、及び(2) 譲渡性預金

(3) 債券貸借取引受入担保金

(4) 借用金

　債券貸借取引受入担保金は、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価が帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額を時価としております。

  借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行並びに連結される子会社及

び連結子法人等の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えら

れるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用

金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、

約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。

  貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについ

ては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額

を時価としております。

  また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ･フローの現在価

値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日におけ

る連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価と

しております。

  貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き

く異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定

金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出

を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(１年以内)の

ものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

  要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。ま

た、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現

在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。な

お、預入期間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。

　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。

  自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに元利金の合計額を同様に新規に発行を行った場合

に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

  株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信

託は、公表されている基準価格によっております。
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デリバティブ取引

(注2)

(単位：百万円)

　　　区　分 連結貸借対照表計上額

①非上場株式(*1)(*2)         3,333

②非上場その他の証券(*3)         2,993

　　　合　計         6,327

(*1)

(*2)

(*3)

(有価証券関係)

連結貸借対照表の｢有価証券｣のほか、｢商品有価証券｣が含まれております。

1. 売買目的有価証券(平成30年３月31日現在)

当連結会計年度の損益に含まれた

評価差額(百万円)

売買目的有価証券 1

2. 満期保有目的の債券(平成30年３月31日現在)

連結貸借対 時価 差額

種類 照表計上額

(百万円) (百万円) (百万円)

 国債             -             -             -

 地方債           500           500             0

　時価が連結貸  短期社債             -             -             -

　借対照表計上  社債           499           499             0

　額を超えるも  その他             -             -             -

　の   外国債券             -             -             -

  その他             -             -             -

  　小計         1,000         1,000             0

 国債             -             -             -

 地方債         2,001         1,999           △1

　時価が連結貸  短期社債             -             -             -

　借対照表計上  社債         1,510         1,508           △2

　額を超えない  その他             -             -             -

　もの   外国債券             -             -             -

  その他             -             -             -

  　小計         3,511         3,507           △4
合計         4,511         4,507           △3

  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融

商品の時価情報の｢資産(2)その他有価証券｣には含まれておりません。

　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開

示の対象とはしておりません。

　当連結会計年度において、非上場株式の減損処理はありません。

　非上場その他の証券のうち、ベンチャーファンド出資金など時価を把握することが極めて困難と認められ

るもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。

　デリバティブ取引は、金利スワップ取引、金利キャップ取引、通貨スワップ取引、通貨オプション取引、為替予

約取引等であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっておりま

す。
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3. その他有価証券(平成30年３月31日現在)

連結貸借対 取得原価 差額

種類 照表計上額

(百万円) (百万円) (百万円)

 株式       908,282       169,956       738,326

 債券     1,430,880     1,408,153        22,727

  国債       545,548       533,196        12,352

　連結貸借対照   地方債       396,600       390,317         6,283

　表計上額が取   短期社債             -             -             -

　得原価を超え   社債       488,730       484,639         4,090

　るもの  その他       107,367       104,880         2,487

  外国債券        46,499        46,146           352

  その他        60,868        58,733         2,134

 　 小計     2,446,530     1,682,990       763,540

 株式        11,121        12,013         △891

 債券       356,630       358,300       △1,669

  国債        21,007        21,487         △480

　連結貸借対照   地方債       168,143       168,920         △776

　表計上額が取   短期社債             -             -             -

　得原価を超え   社債       167,479       167,892         △412

　ないもの  その他       252,228       261,009       △8,780

  外国債券       129,908       132,971       △3,062

  その他       122,320       128,038       △5,718

 　 小計       619,981       631,323      △11,342

合計     3,066,512     2,314,313       752,198

4. 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) 

  該当ありません。

5. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(百万円) (百万円) (百万円)

 株式        14,414         2,226           204

 債券       607,998         2,228           479

　国債       378,082         1,579           285

　地方債       192,676           519           161

　短期社債             -             -             -

　社債        37,239           128            32

 その他       175,800         1,075         3,398

　外国債券       174,606         1,075         3,213

　その他         1,194             0           185

      798,213         5,530         4,083

6. 保有目的を変更した有価証券

  該当ありません。

7. 減損処理を行った有価証券

　当連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。

　また、時価が｢著しく下落した｣と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区

分毎に以下のとおり定めております。

　破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時

価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについ

ては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以

下｢減損処理｣という。)しております。

合計

時価が取得原価に比べ50％以上下落又は、時価が取得原価に比べ

30％以上50％未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移

している場合等

時価が取得原価に比べ下落

時価が取得原価に比べ30％以上下落　要注意先

　正常先
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(金銭の信託関係)

1. 運用目的の金銭の信託(平成30年３月31日現在)

運用目的の金銭の信託 48,033 －

2. 満期保有目的の金銭の信託(平成30年３月31日現在)

  該当ありません。

3. その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成30年３月31日現在)

  該当ありません。

(１株当たり情報)

１株当たりの純資産額　　　　　　　　　　　　　　　 12,311円25銭

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額　　　　　　　　　　　　   　 255円89銭

潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額　　　　　　  　 255円46銭

(注)

(ストック・オプション等関係)

1. ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名

  営業経費 88百万円

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

　なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的

に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社でありま

す。破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に

注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行

会社であります。

(百万円)

当連結会計年度の損益に含まれた

平成29年10月１日付で５株を１株に株式併合しております。当該株式併合が期首に行われたと仮定して１株

当たりの純資産額、１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり親会

社株主に帰属する当期純利益金額を算定しております。

連結貸借対照表計上額

評価差額(百万円)

平成20年
ストック・オプション

平成21年
ストック・オプション

平成22年
ストック・オプション

平成23年
ストック・オプション

付与対象者の
区分及び人数

当行の取締役12名
当行の執行役員６名

当行の取締役12名
当行の執行役員５名

当行の取締役12名
当行の執行役員７名

当行の取締役12名
当行の執行役員８名

株式の種類別の
ストック・オプ
ションの数(注)

普通株式 17,420株 普通株式 22,380株 普通株式 28,740株 普通株式 29,960株

付与日 平成20年7月29日 平成21年７月29日 平成22年７月29日 平成23年８月１日

権利確定条件
権利確定条件は
定めていない

権利確定条件は
定めていない

権利確定条件は
定めていない

権利確定条件は
定めていない

対象勤務期間
対象勤務期間は
定めていない

対象勤務期間は
定めていない

対象勤務期間は
定めていない

対象勤務期間は
定めていない

権利行使期間
平成20年７月30日から
平成50年７月29日まで

平成21年７月30日から
平成51年７月29日まで

平成22年７月30日から
平成52年７月29日まで

平成23年８月２日から
平成53年８月１日まで
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(注) 平成29年10月１日付で行った５株を１株とする株式併合後の株式数に換算して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

平成20年
ストック・
オプション

平成21年
ストック・
オプション

平成22年
ストック・
オプション

平成23年
ストック・
オプション

平成24年
ストック・
オプション

平成25年
ストック・
オプション

平成26年
ストック・
オプション

権利確定前

前連結会計年度末        -        -        -        -        -        -        -

付与        -        -        -        -        -        -        -

失効        -        -        -        -        -        -        -

権利確定        -        -        -        -        -        -        -

未確定残        -        -        -        -        -        -        -

権利確定後

前連結会計年度末 8,760株 11,520株 15,200株 15,580株 20,260株 18,960株 16,860株

権利確定        -        -        -        -        -        -        -

権利行使 2,340株 3,180株 3,760株 3,860株 4,620株 4,180株 3,760株

失効        -        -        -        -        -        -        -

未行使残 6,420株 8,340株 11,440株 11,720株 15,640株 14,780株 13,100株

平成24年
ストック・オプション

平成25年
ストック・オプション

平成26年
ストック・オプション

平成27年
ストック・オプション

付与対象者の
区分及び人数

当行の取締役13名
当行の執行役員10名

当行の取締役13名
当行の執行役員８名

当行の取締役13名
当行の執行役員10名

当行の取締役（社外
取締役を除く）10名
当行の執行役員14名

株式の種類別の
ストック・オプ
ションの数(注)

普通株式 32,960株 普通株式 28,880株 普通株式  24,880株 普通株式 15,020株

付与日 平成24年７月30日 平成25年７月30日 平成26年７月30日 平成27年７月30日

権利確定条件
権利確定条件は
定めていない

権利確定条件は
定めていない

権利確定条件は
定めていない

権利確定条件は
定めていない

対象勤務期間
対象勤務期間は
定めていない

対象勤務期間は
定めていない

対象勤務期間は
定めていない

対象勤務期間は
定めていない

権利行使期間
平成24年７月31日から
平成54年７月30日まで

平成25年７月31日から
平成55年７月30日まで

平成26年７月31日から
平成56年７月30日まで

平成27年７月31日から
平成57年７月30日まで

平成28年
ストック・オプション

平成29年
ストック・オプション

付与対象者の
区分及び人数

当行の取締役（社外
取締役を除く）９名
当行の執行役員14名

当行の取締役（社外
取締役を除く）８名
当行の執行役員11名

株式の種類別の
ストック・オプ
ションの数(注)

普通株式 31,680株 普通株式 15,900株

付与日 平成28年7月28日 平成29年7月30日

権利確定条件
権利確定条件は
定めていない

権利確定条件は
定めていない

対象勤務期間
対象勤務期間は
定めていない

対象勤務期間は
定めていない

権利行使期間
平成28年７月29日から
平成58年７月28日まで

平成29年７月31日から
平成59年７月30日まで
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(注) 平成29年10月１日付で行った５株を１株とする株式併合後の株式数に換算して記載しております。

② 単価情報

(注) 「行使時平均株価」及び「付与日における公正な評価単価」は、平成29年10月１日付で行った５株を１株と

する株式併合後の価格に換算して記載しております。

平成27年
ストック・
オプション

平成28年
ストック・
オプション

平成29年
ストック・
オプション

権利確定前

前連結会計年度末        - 31,680株        -

付与        -        - 15,900株

失効        -        -        -

権利確定        - 31,680株        -

未確定残        -        - 15,900株

権利確定後
前連結会計年度末 13,260株        -        -

権利確定        - 31,680株        -

権利行使 3,180株 8,620株        -

失効        -        -        -

未行使残 10,080株 23,060株        -

平成20年
ストック・
オプション

平成21年
ストック・
オプション

平成22年
ストック・
オプション

平成23年
ストック・
オプション

平成24年
ストック・
オプション

平成25年
ストック・
オプション

平成26年
ストック・
オプション

１株あたり １株あたり １株あたり １株あたり １株あたり １株あたり １株あたり

   １円    １円    １円    １円    １円    １円    １円

１株あたり １株あたり １株あたり １株あたり １株あたり １株あたり １株あたり

5,290円 5,290円 5,290円 5,290円 5,290円 5,290円 5,290円

１株あたり １株あたり １株あたり １株あたり １株あたり １株あたり １株あたり

4,890円 4,025円 3,430円 3,390円 2,630円 3,810円 4,510円

平成27年
ストック・
オプション

平成28年
ストック・
オプション

平成29年
ストック・
オプション

１株あたり １株あたり １株あたり

   １円    １円    １円

１株あたり １株あたり

5,290円 5,290円

１株あたり １株あたり １株あたり

7,195円 3,295円 5,225円

権利行使価格

公正な評価単価

付与日における

公正な評価単価

行使時平均株価

付与日における

       -

権利行使価格

行使時平均株価
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3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式

② 主な基礎数値及び見積方法

平成29年ストック・オプション

株価変動性 (注1) 42.2％

予想残存期間 (注2) １年10か月

予想配当 (注3) １株あたり  60円

無リスク利子率 (注4) △0.11％

(注)1.  平成27年８月31日の週から平成29年7月24日の週までの株価の実績に基づき、週次で算出しております。

2.

3.  平成29年3月期の配当実績

4.  予想残存期間に対応する国債の利回り

4. ストック・オプションの権利確定数の見積方法

(企業結合等関係)

1. 連結される子会社及び子法人等株式の追加取得等

(1) 取引の概要

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容

② 企業結合日

　平成29年10月２日及び平成29年11月21日

③ 企業結合の法的形式

　現金を対価とする株式の取得

④ 結合後企業の名称

　変更ありません。

⑤ その他取引の概要に関する事項

(2)実施した会計処理の概要

(3)子会社及び子法人等株式の追加取得に関する事項

取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得原価　　　　　　　　　　　549百万円

取得の対価（現金預け金）　　　549百万円

(4)非支配株主との取引等に係る当行の持分変動に関する事項

① 資本剰余金の主な変動要因

　子会社及び子法人等株式の追加取得及び一部売却

　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日)に基づき、共通支配下

の取引等として処理しております。

　子会社及び子法人等の株式を非支配株主へ一部売却しておりますが、これによる連結の範囲の変更はござ

いません。

　　クレジットカード業務

  当連結会計年度において付与された平成29年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下

のとおりであります。

事業の内容結合当事企業の名称

　　経済調査・研究業務、経営相談業務

　お客様のニーズが多様化する中、コンサルティング機能の発揮をはかるには、これまで以上に当行グルー

プが一体となった総合金融サービスの提供が必要であると判断し、連結される子会社及び子法人等の資本構

成の見直しを行うことといたしました。

　本件を通じて、グループ経営の強化を推し進め、企業価値の向上に努めてまいります。

　　京都クレジットサービス株式会社 　　クレジットカード業務

　　株式会社京都総合経済研究所

 就任から退任までの平均的な期間、就任から発行日時点までの期間などから割り出した発行日時点での取

締役の平均残存在任期間によって見積もっております。

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。

　　京銀カードサービス株式会社
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② 非支配株主との取引等によって増加した資本剰余金の金額　　622百万円

③ 非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額　　　154百万円

2. 株式交換による連結される子会社及び子法人等の完全子会社化

(1) 取引の概要

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容

② 企業結合日

　平成29年12月25日

③ 企業結合の法的形式

　当行を完全親会社、京都信用保証サービス株式会社を完全子会社とする株式交換

④ 結合後企業の名称

　変更ありません。

⑤ その他取引の概要に関する事項

(2) 実施した会計処理の概要

(3) 子会社及び子法人等株式の追加取得に関する事項

① 取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得原価　　　　　　　　　　3,926百万円

取得の対価（自己株式）　　　3,926百万円

② 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数

(イ)株式の種類別の交換比率

(ロ)交換比率の算定方法

(ハ)交付株式数　660千株

(4) 非支配株主との取引に係る当行の持分変動に関する事項

① 資本剰余金の主な変動要因

子会社及び子法人等株式の追加取得

② 非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額

3,562百万円

結合当事企業の名称 事業の内容

　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日)に基づき、共通支配下

の取引等として処理しております。

　京都信用保証サービス株式会社の普通株式１株に対して、当行の普通株式216株を割当交付しておりま

す。

　お客様のニーズが多様化する中、コンサルティング機能の発揮をはかるには、これまで以上に当行グルー

プが一体となった総合金融サービスの提供が必要であると判断し、連結される子会社及び子法人等の資本構

成の見直しを行うことといたしました。

　本件を通じて、グループ経営の強化を推し進め、企業価値の向上に努めてまいります。

　　　京都信用保証サービス株式会社

　株式交換比率の決定に当たって、公正性・妥当性を期すため、当行は監査法人ラットランドを、株式交換

比率の算定に関する第三者機関として選定し算定を依頼しました。かかる算定結果を参考に、当行及び京都

信用保証サービス株式会社で株式交換比率について交渉・協議を重ねた結果、上記記載の株式交換比率が妥

当であるとの判断に至り、合意・決定いたしました。

　　　信用保証業務

(注)  連結注記表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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